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設楽町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

平成２８年３月３１日   

設    楽    町   

設  楽  町 議 会    

設楽町選挙管理委員会 

設楽町教育委員会 

 

 設楽町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」とい

う。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以下

「法」という。）第 15条に基づき、設楽町長、設楽町議会議長、設楽町選挙管理委員会、設

楽町教育委員会が連名で策定する特定事業主行動計画である。 

 

１．計画期間 

  本計画の期間は、平成 28年４月１日から平成 38年３月 31日までの 10年間とし、平成

33年３月 31日までを前期５年間の計画期間、残りの５年間を後期計画期間とする。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

  本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、各年度に２回程度、定

例課長会議において、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の

達成状況の点検・評価等について協議を行うこととする。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

  法第 15条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事

業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号。）第２条に基づき、

町長部局、議会事務局、選挙管理委員会、教育委員会（以下「町長部局等」という。）に

勤務する女性職員の職業生活における活躍に関する状況（一部項目については、男性職員

含む。以下同じ。）を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結

果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は、町長部局等に勤務する女性職員の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、５年間で改善が必要と判断した

もののうち、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 

（１）現状 

平成２６年度の町長部局等における職員（再任用職員除く。）のうち、女性職員に関
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する状況は、平成27年３月31日現在次のとおりである。因みに、事務職の女性職員は、

町長部局以外の選挙管理委員会は併任で１人、教育委員会で１人配置されているが、議

会事務局では配置されていない。 

このことから、町長部局等の任命権者別に状況把握を行うことよりも、職種別に行う

ことが適当と思われるため、職種別での把握を行った。 

 

①採用した職員に占める女性職員の割合 

  全職員１０９人のうち女性職員は３３人で、割合は３０．３％であるが、事務職に限

ると、全職員７４人のうち女性は１１人で、割合は１４．９％である。事務職での割合

が低い主な理由は、採用試験の女性受験者数が少ないこと及びそれに比例して採用者数

が少ないことによるが、保健師、看護師及び調理員は全員が女性であり、保育士は男性

１人以外全員が女性である。特に４０歳以上の女性職員が少ない理由としては、結婚後

退職する女性職員が多かったこと、また、職員同士の結婚の場合、女性が退職するケー

スが多かったことによるものと考えられる。 

 

②職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

 職員の超過勤務手当支給対象者の職種ごと、月ごとの１人当たりの超過勤務時間は、

次の表のとおり。（育児休業職員は除く。） 

ア 女性職員                            単位：時間 

職種 人数 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 平均 

事務職 ５ 9.6 2.6 5.8 3.8 3.2 1.2 4.0 10.0 14.4 16.8 1.4 15.4 7.4 

医療職 ４ 3.5 4.8 7.0 7.3 1.0 5.5 4.8 6.0 3.3 0.8 4.3 4.8 4.1 

保育職 ６ 0.7 0.7 0.7 1.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.0 0.2 0.2 0.6 

労務職 ９ 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

イ 男性職員 

職種 人数 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 平均 

事務職 38 10.9 7.2 5.4 8.0 9.1 8.5 10.9 12.7 11.3 12.6 9.2 18.6 10.4 

保育職 １ 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

労務職 該当なし 

当初予算編成時及び年度初め・年度末は、超過勤務時間が増加しているが、これは男性

職員も同様の傾向が見られ、全体としては男性職員の超過勤務時間の方が多い。なお、上

記の表には、選挙事務に係る超過勤務は含んでいない。 

また、女性職員の事務職５人の中には、月平均約３０時間の超過勤務をしている職員が

いる一方、月平均０．５時間から３時間程度の職員がいるため、平均すると医療職のそれ
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より少ない月があるが、医療職については、８月と１月を除き、ほぼ全員が毎月５時間程

度の超過勤務をしている。 

 

③管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

  課長補佐級以上の職員は全体で４０人、そのうち女性職員は４人で、割合は１０．０％

であり、課長級の女性職員は０人である。課長補佐級までは、女性職員においても男性

職員同様、特別の事由のない限り、各役職の在職年数経過後に昇格しているが、該当す

る女性職員が少ないため、割合が低くなっている。 

 

④各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

  課長級の女性職員は１人もいないため０％、課長補佐級では全体２７人中、女性職員

は４人で、割合は１４．８％である。主査級（主任主査含む。）では、全体３７人中、

女性職員は９人で、割合は２４．３％である。女性職員の割合が低いのは、主査級以外

は、③同様、該当職員が少ないことによる。 

 

⑤男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

  男性職員で育児休業を取得した職員はいない。また、女性職員については、該当職員

全員が育児休業を取得しているが、当初申請は１年間又は２年間である。１年間の場合

は、更に１年間延長するケースもあるが、２年間の場合、その期間中に次の妊娠・出産

するケースがあり、結果的に育児休業が中断され、産前・産後休暇後、再び育児休業を

取得するケースもある。平均取得期間は、約２年程度と見込まれる。 

 

⑥男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

   男性職員の配偶者出産休暇取得者は、徐々に増加しているが、平均取得日数は１日程

度である。該当職員が少なくなってきていることもあり、制度自体を知らない職員もい

る。また、育児参加のための休暇は、殆ど有給休暇で行われているため、現在まで取得

した職員はいない。 

 

（２）数値目標 

①管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

平成３２年度末までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、平成２６年度

の実績（１０．０％）より５％以上引き上げ、１５％以上にする。併せて、女性の課

長級職員を１人以上任用する。ただし、現状の昇格制度の適正な運用に基づくものと

する。 
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②採用した職員に占める女性職員の割合 

平成３２年度末までに、事務職の採用者の女性割合を、平成２６年度の実績（１４．

９％）より５％以上引き上げ、２０％以上にする。なお、女性職員の割合の多い職種

については、引き続き積極的に女性職員を採用していく。 

 

③男性の育児休業取得割合 

平成３２年度末までに、育児休業を取得する男性職員の割合を、対象職員（就学未

満児を１人以上養育している男性職員）の２０％以上にする。 

 

④男性職員の配偶者出産休暇取得割合及び育児参加のための休暇取得割合 

平成３０年度末までに、男性職員の配偶者出産休暇取得割合を１００％にする。ま

た、平成３２年度末までに、育児参加のための休暇取得制度の利用が可能な対象職員

（就学未満児を１人以上養育している男性職員）の割合を２０％以上にする。 

 

⑤主査級職員に占める女性職員の割合 

   平成３２年度末までに、主査級職員に占める女性割合を、平成２６年度の実績（２

４．３％）より５％以上引き上げ、３０％以上にする。ただし、管理的地位にある職

員の任用同様、現状の昇格制度の適正な運用に基づくものとする。 

 

  ⑥職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間  

平成３２年度末までに、事務職職員の平均超過勤務時間を平成２６年度の実績（月

１０時間）から２割以上縮減し、月８時間以下にする。 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期  

 ３．の（２）で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

   

①管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の上昇のために 

⑤主査級職員に占める女性職員の割合の上昇のために 

・平成３０年度から、主査級・課長補佐級・課長級の各役職段階における職員の果た

すべき役割を考慮した人材育成を行う。 

・平成２９年度から、女性職員のみを対象とする研修や外部研修（自治大学校、市町

村アカデミー等）への派遣を積極的に行う。 

 

②採用した職員に占める女性職員の割合の上昇のために 

・平成２９年度から、仕事と子育てに励む女性職員の声の紹介などにより、女性が活
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躍できる職場であることを職員採用試験実施要領、ホームページ等で広報する。 

・平成３０年度から、出産、育児、介護等を理由として退職した元女性職員の再度の

採用をする制度設計を始める。 

 

③男性の育児休業取得割合の上昇のために 

④男性職員の配偶者出産休暇取得割合及び育児参加のための休暇取得割合の上昇のた

めに 

・平成２９年度から、配偶者又は本人が出産を控えている全ての職員に対し、管理職

員及び人事担当による面談を行い、各種両立支援制度（配偶者出産休暇、男性の育

児休業取得、育児参加のための休暇等）の活用促進やキャリアプランに関する助言

を行う。 

・平成２８年度から、男性の育児休業取得の促進に向けて、課長会議等において意識

改革や職場マネジメントに関する周知等を定期的に実施する。 

   

⑥職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間縮減のために 

 ・毎週水曜日に継続実施している早期退庁を徹底するとともに、平成２９年度より、

新たに毎月最終金曜日を定時退庁日に設定する。 


